
最高裁秘書第2695号

令和3年9月2日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 jli

司法行政文書開示通知書

6月30日付け（7月2日受付，第030302号）で申出のありました司法行

政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

（1）裁判官会議（第14回）議事録（片面で2枚）

（2）裁判官会議（第15回）議事録（片面で4枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の各文書には，個人識別情報（署名及び印影）が記載されており， これらの

情報は，行政機関情報公開法第5条第1号に定める不開示情報に相当することか

ら， これらの情報が記載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



裁判官会議（第14回）議事録

令和3年5'月12日 （水曜日）

裁判官会議室において，午前10時30分開議

出席者大谷長官，池上，小池，木澤，菅野，山口，戸倉，宮崎，深山，三浦，草

野，宇賀』林，岡村，長嶺各裁判官

大谷長官議長席に着く。

議事 ，

1 第一小法廷の判決言渡しに大法廷の法廷を使用する件について

村田総務局長から，資料第1に基づき，第一小法廷において5月17日午後3

時に判決言渡期日が指定されている事件につき,緊急事態宣言下で同期日を実施

するに当たり，必要最小限に絞ってもなお出頭当事者の人数が双方ともに極めて

多数であり，密集を避ける等の観点から，大法廷の怯廷の使用を希望するとの申

出が同小法廷よりあった旨裁判部を通じて連絡を受け，例外的な取扱いとして，

大法廷の法廷の使用を了承する議決をすることにつき説明があり，原案どおりこ

れを了承した。

2人事について

徳岡人事局長から，資料第2に基づき，人事関係事項について説明があり， ］

の裁判官の検事転官等及び2の裁判官の転補等については，いずれも原案どおり

決定した。 。 ､

午前10時43分終了

議 長
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秘書課長
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裁判官会議資料筋z
（ 5月【ユ日開鎧）

、

裁判官会議付議人事関係事項(令和3. 5. 12提出）

1 裁判官の検事転官等について

依願免本官並びに兼官（令3． 5．31）

（退官後在ジュネーブ国際機関日本

政府代表部）

最高裁家庭局付（東京家判事補・東

京簡裁判事）

山田義幸(67）

2裁判官の転補等について

札幌高判事（部総括） ・札幌簡裁判

事

横浜地判事（部総括） ・横浜簡裁判

事．

大竹優子(40）

知財高判事・東京簡裁判事横浜地判事（部総括） ・横浜簡裁判

事

真鍋美穂子（46）

東京高判事・東京簡裁判事

浅井 憲（43）

大阪高判事．大阪簡裁判事

知財高判事・東京簡裁判事

大阪地判事（部総括） ・大阪簡裁判

事

御山真理子(50）



裁判官会議（第15回）議事録

令和3年5月26日 （水曜日）

裁判官会議室において，午前10時30分開議

出席者、大谷長官，池上，小池，木澤，菅野，山口，戸倉，宮崎，深山，三浦，草
野，宇賀， ､林，岡村，長嶺各裁判官

大谷長官議長席に着く。

議事

1 常置委員について

大須賀秘書課長から，資料第1に基づき，令和3年6月1日から同年7月20

日まで及び同年8月31日から同年12月31日までの常置委員について説明が
あり，原案どおり決定した。

2人事について

（1）徳岡人事局長から，資料第2に基づき，人事関係事項について説明があり，
1の裁判官の退官については，報告及び原案どおり決定し， 2の裁判官の検事
転官等， 3の裁判官の転補等， 4の裁判官の再任, 5の裁判官の兼官の再任，
6の裁判官の新規任命等及び7の裁判官の海外出張については，いずれも原案
どおり決定した。

（2）徳岡人事局長から，資料第3に基づき，札幌地方裁判所長の補職等について
説明があり，吹のとおり決定した。

知的財産高等裁判所判事森義之の定年退官に伴い，札幌地方裁判所長本多知
成を知的財産高等裁判所判事（部の事務総括者） とし，その後任者を東京地方
裁判所判事森英明とする。

午前10時42分終了

議 長

、秘書課長



裁判官会議資料篤L
（ ケ月ユ6日開憾〉

裁判官会議付議人事関係事項(令和3． 5．26提出）

1 裁判官の退官について

定年退官（令3． 6． 18） 東京高判事・東京簡裁判事

宮本孝文（40）

神戸家地尼崎支判事．尼崎簡裁判事

小林直樹（43）

大阪高判事・大阪簡裁判事

浅見健次郎（40）

江差簡裁判事・松前簡裁判事

川原武彦

定年退官（令3． 6．23）

依願免本官並びに兼官（令3． 6．30）

定年退官（令3． 6. 〕8）

2裁判官の検事転官等について

検事（金融庁企画市場局） 最高裁総務局付（東京地判事補．東

京簡裁判事）

川口 寧（68）

最高裁家庭局付（東京家判事補．東

京簡裁判事）

都築健太郎（68）

最高裁人事局付（東京地判事補．東

京簡裁判事）

鈴木和彦（67）

最高裁秘書課付（東京地判事補．東

京簡裁判事）

検事（金融庁企画市場局）

検事（外務省総合外交政策局）

依願免本官並びに兼官（令3. 6.30)

（退官後在ストラスブール日本国総

領事館）

岩城 光（67）
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最高裁民事局付（東京地判事補・東

京簡裁判事）

番條雅代（67）

依願免本官並びに兼官（令3.6.3()）

（退官後国際連合日本政府代表部）

3裁判官の転補等について

神戸家地尼崎支判事・尼崎簡裁判事 大阪高判事・大阪簡裁判事

金子隆雄（47）

札幌簡裁判事

・ 池田英彰

江差簡裁判事・松前簡裁判事

4 裁半ll官の再任について

東京高判事・東京簡裁判事 東京高判事・東京簡裁判事

松本圭史（46）

(令和3年6月30日限り任期終了者）

5裁判官の兼官の再任について

最高裁調査官（東京地判事・東京簡

裁判事）

最高裁調査官（東京地判事・東京簡

裁判事）

中嶌諏訪（57）

(令和3年6月3（)日限り任期終了者）

最高裁調査官（東京地判事・東京簡

裁判事）

森田 亮（58）

(令和3年6月3（）日限り任期終了者）

最高裁調査官（東京地判事・東京簡

裁判事）
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水戸地家判事・水戸簡裁判事

高原大輔（57）

(令和3年6月3()日限り任期終了者）

水戸地家判事・水戸簡裁判事

6裁判官の新規任命等について

東京地判事補（職権特例指名） ・東

京簡裁判事

金融庁企画市場局総務課課長補佐

林崎由莉子（64）

金融庁企画市場局総務課課長補佐東京地判事補（職権特例指名） ・東

京簡裁判事 ．

中川大夢（66）

外務省総合外交政策局安全保障政策

課国際平和・安全保障協力室主査

東京地判事補（職権特例指名） ・東

京簡裁判事

佐藤貴大（66）

7裁判官の海外出張について

「裁判官海外出張者名簿jのとおり
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